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資料２ 
国際知的財産保護フォーラム運営要領 現行・改正（案）条文対照表 

現 行 改正（案） 
１．名称 
本フォーラムは、国際知的財産保護フォーラム（英文名Internatio

nal Intellectual Property Protection Forum。略称「IIPPF」）と称する。

 
２．目的 

本フォーラムは、模倣品等知的財産権侵害問題に関心のある企業・

団体等及び政府が相互協力・連携促進を図り、また、一体となって被

害対策を含めた具体的な活動を行い、もって国際的な知的財産権の保

護促進に寄与することを目的とする。 
 
３．メンバー 
本フォーラムは、模倣品等知的財産権侵害問題に関心のある企

業・団体等をメンバーとする。 
 
４．座長及び副座長 
（１）本フォーラムには、総会の決定により座長及び副座長を置く。

（２）座長は、フォーラムの活動を総合的に調整・推進する。 
（３）副座長は、座長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。

 

１．名称 
本フォーラムは、国際知的財産保護フォーラム（英文名Internatio

nal Intellectual Property Protection Forum。略称「IIPPF」）と称する。 
 
２．目的 

本フォーラムは、模倣品等知的財産権侵害問題に関心のある企業・

団体等及び政府が相互協力・連携促進を図り、また、一体となって被

害対策を含めた具体的な活動を行い、もって国際的な知的財産権の保

護促進に寄与することを目的とする。 
 
３．メンバー 
本フォーラムは、模倣品等知的財産権侵害問題に関心のある企

業・団体等をメンバーとする。 
 
４．座長及び副座長 
（１）本フォーラムには、総会の決定により座長及び副座長を置く。 
（２）座長は、フォーラムの活動を総合的に調整・推進する。 
（３）副座長は、座長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。 
（４）座長及び副座長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げな

い。 

 
 



 2

 
現 行 改正（案） 

５．フォーラムの組織 
（１）本フォーラムの組織は、総会、企画委員会、プロジェクトチ

ーム及び事務局とし、総会は、座長の指示により、原則、年２

回開催する。 
（２）総会は、本フォーラムのメンバーにより構成され、座長及び

副座長の選出、運営方針及び活動内容の討議決定、企画委員会

及び必要な組織の設置、本フォーラムの運営に関する重要事項

等を決定する。 
（３）企画委員会は、座長の諮問に応じ本フォーラムの活動方針を

審議する。 
（４）企画委員会に属する委員は、座長が指名し、総会に報告する。

（５）企画委員会は、互選により委員長１名を選出する。 
（６）企画委員長は、座長の指示により委員会の活動を総合的に調

整・推進する。 
（７）企画委員会は、委員長の指示により開催する。 
（８）企画委員会は、座長の指示により個別の事業を実施するため

のプロジェクト及びプロジェクトチームの設置、改廃を決定す

ることができる。 
（９）事務局は、本フォーラムのメンバーの中から総会において決

定することができる。 
（10）事務局は、総会及び企画委員会を中心に本フォーラムの活動

を支援するほか、プロジェクト及びプロジェクトチームについ

て、所要の調整を行う。 
（11）プロジェクト及びプロジェクトチームの運営要領については、

別途定める。 
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審議する。 

（４）企画委員会に属する委員は、座長が指名し、総会に報告する。 

（５）企画委員会は、互選により委員長１名を選出する。 

（６）企画委員長は、座長の指示により委員会の活動を総合的に調

整・推進する。 

（７）企画委員会は、委員長の指示により開催する。 
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現 行 改正（案） 

６．その他 
（１）本フォーラムの総会及び企画委員会の開催にかかる経費は、

原則として事務局の負担とする。 
（２）プロジェクトチームの活動にかかる経費（会議費、ミッション

派遣費、特別講師費用、レポート作成費等）は、当該プロジェク

トチームメンバーの負担とする。 

６．その他 
（１）本フォーラムの総会及び企画委員会の開催にかかる経費は、

原則として事務局の負担とする。 
（２）プロジェクトチームの活動にかかる経費（会議費、ミッション

派遣費、特別講師費用、レポート作成費等）は、当該プロジェク

トチームメンバーの負担とする。 
   ただし、企画委員会の事前承認をもって、他の分担方法とする

ことができる。 
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国際知的財産保護フォーラム プロジェクト及びプロジェクトチーム運営要領 現行・改正（案）条文対照表 
現 行 改正（案） 

（１）プロジェクト及びプロジェクトチームには、当該プロジェク

トに関心のある企業・団体等が参加することができる。 
（２）プロジェクトチームには、企画委員会の決定により幹事一名、

副幹事一名を置く。幹事及び副幹事は、企画委員会に参画する。

（幹事、副幹事とも企画委員との重複を妨げない。） 
（３）幹事及び副幹事は、フォーラムの活動方針に基づき企画委員

会及び事務局と連携し、プロジェクトチームの運営・管理を図

らなければならない。 
（４）プロジェクト実施に当たり、プロジェクトチーム毎に当該プロ

ジェクトチームのメンバーは、情報提供及びその取扱いについて

取り決めることができる。 

（１）プロジェクト及びプロジェクトチームには、当該プロジェク

トに関心のある企業・団体等が参加することができる。 
（２）プロジェクトチームには、企画委員会の決定により幹事一名、

副幹事若干名を置く。幹事及び副幹事は、企画委員会に参画す

る。（幹事、副幹事とも企画委員との重複を妨げない。） 
（３）幹事及び副幹事は、フォーラムの活動方針に基づき企画委員

会及び事務局と連携し、プロジェクトチームの運営・管理を図

らなければならない。 
（４）プロジェクト実施に当たり、プロジェクトチーム毎に当該プロ

ジェクトチームのメンバーは、情報提供及びその取扱いについて

取り決めることができる。 
 


